特定保健指導未実施医療機関
様式10

特定保健指導の対象となられた方へ


あなたは特定健康診査の結果、「特定保健指導」の対象者となりました。３～４か月後に利用券が届きます。ぜひ、特定保健指導を受けてください。実施可能な医療機関は、利用券同封のチラシをご確認ください。

【特定保健指導の判定】
（　　　）動機付け支援
（　　　）積極的支援
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療機関名）





　　　　　　　　　　ご不明な点は、お問い合わせください。
川崎市がん検診・特定健診等コールセンター
電話　０４４－９８２－０４９１
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該当する

該当なし

該当しない

なし あり

特定保健指導

対象外です。

動機付け支援

該当する

該当なし １つ該当

なし あり

要確認

要確認



喫煙歴

【腹囲】 　男性　８５ｃｍ以上

　　　　　　女性　９０ｃｍ以上

糖尿病、高血圧症、脂質異常症の

いずれかの治療薬を服用している



または



治療の必要性があり

服薬を開始する予定がある

特定保健指導対象外です。

以下の階層化の結果に関わらず、

治療を優先してください。

該当しない



喫煙歴



積極的支援

※65歳以上、35歳～39歳健診対象者は

動機付け支援の対象です。

特定保健指導

対象外です。

【　階　層　化　フ　ロ　ー　チ　ャ　ー　ト　】

追加リスク（※）①～③のうち、該当する項目数を数える

１つ該当 ２つ以上該当

積極的支援

※65歳以上、35歳～39歳健診対象者は

動機付け支援の対象です。



２つ該当

動機付け支援

※　年齢は年度末（3月31日）現在です。

※　35～39歳健診は川崎市独自の制度です。

※　追加リスク

　①　血糖　：　ＨｂＡ１Ｃ　5.6％以上



　②　脂質　：　中性脂肪（空腹時）150mg以上　または　ＨＤＬコレステロール40mg/ｄｌ未満

　　　　　　　　　 中性脂肪（随時）　 175mg以上　または　ＨＤＬコレステロール40mg/dl未満



　③　血圧　：　収縮期130mmHg以上　または　拡張期85mmHg以上

６５～７４歳の方、３５歳～３９歳健診対象者は積極的支援に該当する場合でも動機付け支援の対象です。

また、特定保健指導開始から３か月以内に７５歳を迎える場合、保健指導実施中に資格を喪失するため対象外となります。

糖尿病、高血圧症、脂質異常症の服薬を開始する予定がある場合、特定保健指導の対象外です。

【ＢＭ Ｉ】　２５以上

追加リスク（※）①～③のうち、該当する項目数を数える

３つ該当


